
 

 
  

平成 25 年度 第 187 回教育研究審議会議事要録 
 
日 時  平成 25 年 7 月 9日（火）13：30～14:25 

場 所  北方キャンパス本館 Ｅ701 会議室  
出席者  近藤学長、松尾副学長、梶原副学長、漆原副学長、井村事務局長、伊藤外国語学部長、 

柳井経済学部長、佐藤文学部長、山本法学部長、眞鍋地域創生学群長、龍国際環境工学部長、 
中尾基盤教育センター長、田村慶社会システム研究科長、王マネジメント研究科長、 
小野学生部長、田村大教務部長、岡本都市政策研究所長、木原国際教育交流センター長、 
田島入試広報センター長、隈本情報総合センター長、廣渡評価室副室長 
日髙地域貢献室副室長、 

配布資料   01-1 再任審査委員会の設置について 

2-1 北方の任期制教員の改正労働契約法に係る検討委員会について（案） 

3-1 北九州市立大学学位規程の改正について 

4-1 経営系専門職大学院認証評価 改善報告書の提出について 

4-2 改善報告書 

5-1 平成25年度ひびきのキャンパス成績優秀者表彰について 

6-2 平成25年度北方キャンパス内工事について 

7-1 マネジメント研究科小倉サテライトキャンパスの移転について 

8-1 北九州市立大学外国人留学生後援会への賛助のお願い 

  （参考）平成24年度外国人留学生後援会 一般会計収支の状況 

 

第１号 再任審査委員会の設置について 

 ＊ 資料1のとおり、平成26年3月31日付けで任期満了となる任期制教員のうち、再任申請のあった6名

（社会システム研究科1名、都市政策研究所1名、キャリアセンター1名、国際環境工学部3名）の審査

を行うため、再任審査委員会の設置について提案。 
 

【議長】提案について、承認してよろしいか。 

【委員全員】（異議なし） 

 

 

第２号 北方の任期制教員の改正労働契約法に係る検討委員会について 

 ＊ 資料2のとおり、北方の任期制教員の改正労働契約法に係る検討委員会の設置について提案。 
 

 ○ 第180回教育研究審議会（平成25年3月19日開催）での「改正労働契約法に係る検討委員会」の報告

の中で、北方の任期制教員に関して指摘された課題について検討するため、「北方の任期制教員の改

正労働契約法に係る検討委員会」を設置するものである。 

 ● 労働法を専門とする教員が加わった方がよいのではないか。 

 ○ 必要に応じて、関係する教職員に意見を聞くこととしている。必要な場合は法学部の教員にお願い

する。 

 

【議長】提案について、承認してよろしいか。 

【委員全員】（異議なし） 

 

 

第３号 学位規程の改正について 

 ＊ 資料3のとおり、学位規程の改正について提案。 
 
○ 平成25年3月11日付けで文部科学省より通知があり、学位規則の一部改正する省令が平成25年4月1

日に施行され、博士論文の公表がインターネットの利用によるものとなったことに伴い、学位規程の

改正を行うものである。 

  なお、公表に際しては、図書館において博士論文をPDFに加工して公表する。学生が博士論文を提

出する場合は、従来どおり印刷製本した上で、提出することとなる。 

 

【議長】提案について、承認してよろしいか。 

【委員全員】（異議なし） 
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第４号 専門職大学院認証評価改善報告書の提出について 

 ＊ 資料4-1～2のとおり、専門職大学院認証評価改善報告書の提出について提案。 
 
○ マネジメント研究科は、平成22年度に大学基準協会による経営系専門職大学院認証評価を受け、基

準に適合していると認定された。その一方で、15項目の問題点（検討課題）が指摘されている。これ

らの問題点（検討課題）についての改善状況を、改善報告書として平成25年7月31日までに大学基準

協会に提出するものである。 

 

【議長】提案について、承認してよろしいか。 

【委員全員】（異議なし） 

 

報告 
① 平成 25 年度ひびきのキャンパス成績優秀者表彰について、資料 5のとおり報告があった。 

② 平成 25 年度北方キャンパス内工事について、資料 6のとおり報告があった。 

③ マネジメント研究科小倉サテライトキャンパスの移転について、資料 7のとおり報告があった。 

④ 外国人留学生後援会への賛助のお願いについて、資料 8のとおり報告があった。 

⑤ 次回の審議会を 7月 23 日（火）に開催する予定である旨、報告があった。 
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